
わが国における医療提供体制の再構築

① 政府が医療提供体制のグランドデザインを描き、
方向性を示す

② その具体化には、地域の特性に基づいた医療計画を
ボトムアップした全体像と調整する必要がある

③ 急性期から在宅医療まで、人材育成を含めた地域
完結型のシームレスなシステムの構築（とくに、退院
から在宅への移行をスムーズにする仕組み）

－団塊の世代を視野に入れた高齢者医療の課題

－医療を持続可能な社会システムとするために－

④ 国民皆保険制度維持への取り組み
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－少子化対策と格差を固定させない為の雇用の促進と教育の充実



Ａ病院
救命救急（脳卒中・急性心
筋梗塞など）のセンター化

Ｂ病院
回復期リハ機能を

担う

Ｃ病院
救急、周産期センターの後

方施設化

Ｅ病院
救命救急（主として外傷や
熱傷に対応）・総合周産期
母子医療のセンター化

Ｄ病院
救急センターの後方施

設化＋老健施設

医師等の支援

医師等の支援在宅医療

寄附講座
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病院長を中心
とした

共同運営組織

地域医療の在り方
－医療機関の視点から－

ＩＴ化による
情報ネットワーク
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独立行政法人国立病院機構
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地域医療の在り方
－住民の視点から－

住 民
情報の共有と

地域社会への参画

健康をつくる

医療の
適正使用

負担と給付の
見える化

（共感の前提）

（病院の機能分担と集約）

（病院の機能充実と存続）

（住民活動）

（地方メディアの役割）

（セルフマネジメント）

（生活習慣改善）

（かかりつけ医）

（病院の機能分化）

ＩＴ化と
社会保障番号制
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独立行政法人国立病院機構
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